
厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンの接種
を行う医療機関へのお知らせ」に掲載されている「接種
の実務」は住⺠接種を前提に書かれているため、医療従
事者等優先接種用に書き換えました。





医療従事者等優先
接種では関係ない



医療従事者等優先接種では
クーポン券を使わない。
次ページのとおり



医療従事者が持参する
予診票は印字済

シールを貼る

シールはワクチンと
一緒に届けられる



住⺠接種クーポン券の予防接種済に代わるもの
医療従事者接種専用の様式

シールを貼る

シールはワクチンと
一緒に届けられる

接種施設で接種人数分を
用意しておき、１回目の
接種時にシールを貼って
手渡し。
氏名等を記入して２回目
の接種に持参してもらう
のが現実的
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